
平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 小林市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：特定非営利活動法人 市民後見センターみやざき 

委託内容：研修会及びシンポジウムの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■フォーラムの名称：成年後見制度啓発シンポジウムの開催 

対象者：全市民 

内容：成年後見制度の普及・啓発と市民後見人制度の理解を深めてもら 

う。 

講談師“神田織音”氏による成年後見講談 

開催時期：平成２５年１２月３日（火）13:30～15:00 

 

■研修の名称：小林市市民後見人養成講座（基礎コース） 

対象者：市内在住で市民後見人を目指す者（20 名程度） 

研修カリキュラム：基礎研修、実習（各３０単位） 

講師：司法書士、社会保険労務士、社会福祉協議会、地域包括支援セン 

ター、福祉施設等 

開催時期：平成２５年１２月１２日～平成２６年１月１６日 

（うち５日座学、５日実習） 

 

■研修の名前：小林市市民後見人養成講座（上級コース） 

対象者：本年度実施の基礎コース受講者から認定試験・面接合格者 

研修カリキュラム：体験実習１２単位、成年後見の実務７単位、 

課題演習５単位、レポート６単位（計３０単位） 

講師：弁護士、家庭裁判所担当官、司法書士、社会福祉士、公証人 

開催時期：平成２６年２月１２日～平成２６年３月４日 

（うち３日座学、３日実習） 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

25 年11 月 「成年後見制度啓発シンポジウム」参加者募集 

12 月「 成年後見制度啓発シンポジウム」開催 

11 月 「市民後見人養成講座」講座生募集 

12 月～1 月 小林市市民後見人養成講座基礎コース実施 

26 年 2 月～3 月 小林市市民後見人養成講座上級コース実施 

 

備      考 

 

 

別添 



平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 小林市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：特定非営利活動法人 市民後見センターみやざき 

委託内容：市民後見推進委員会の立ち上げ・体制の検討・構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市民後見事業を推進し、今後の体制づくりを支援する為の組織の立ち上 

げ 

名称：「小林市市民後見推進委員会」 

委員：１０名（弁護士、司法書士、社会福祉士、地域包括支援センター、 

社会福祉協議会、介護施設関係者、行政関係者等） 

検討内容： 

① 民後見推進事業の実施内容の検討と意見 

② 民後見人養成講座 受講者面接審査 

③ 今後の市民後見推進事業の展開への助言 

なお、既に組織されている成年後見ネットワーク西諸の小林市委員から委

員は選出し、本事業との協働体制、将来的に市民後見人の活動そのものを

支援する体制構築を検討する。 

 

■市民後見推進のための体制づくり 

・小林市で市民後見推進実施機関として想定している小林市社会福祉協 

議会の職員の研修と体制づくりの検討・構築 

・人員配置・活動内容・活動体制・予算などの検討を先進地視察等を実 

施し、検討・構築する。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

25 年12 月 小林市市民後見推進委員会の委員選考 

26 年１月 第１回市民後見推進委員会の開催（以後毎月延べ４回） 

1 月 先進地研修：品川区成年後見センター、 

2 月 先進地研修：北九州市成年後見センター 

2～3 月 市民後見推進モデル事業自治体研修会への参加 

 

備      考 

 

 

別添 



平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 小林市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：特定非営利活動法人 市民後見センターみやざき 

委託内容：市民後見人活動のためのハンドブック及び成年後見制度の広

報・啓発のためのパンフレットの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「市民後見人活動ハンドブック」の作成 

成年後見制度の理解促進と市民後見人活動の支援をするため、わかりや 

すい表現で成年後見制度の基礎知識と市民後見人の職務内容や作成書類の 

記載方法などを時系列にまとめたもの作成する。 

 

■「成年後見制度啓発のためのパンフレット」の作成・配布 

市民の成年後見制度自体への理解がまだ不十分との認識のもと、「成年 

後見制度啓発のためのパンフレット」を作成し、関係機関や福祉施設等に 

配布する。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

25 年12 月 市民後見センターみやざき内に「成年後見制度広報部会」 

を設置。素案検討開始 

26 年2 月 ハンドブック・パンフレットの素案を作成し、小林市市民後

見推進委員会で決定する。 

26 年3月  印刷・配布 

 

備      考 

 

 

別添 



平成２６年３月３１日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 小林市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：特定非営利活動法人 市民後見センターみやざき 

委託内容：福祉施設等の成年後見制度の利用のニーズ調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成年後見制度の利用に繋がるニーズがあるかを把握し、介護・障害者の 

支援にあたる専門職の成年後見制度に対する理解度と意識を明らかにする 

ため、アンケート調査を実施 

 

調査対象：地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護・障害者施 

設 

調査方法：郵送によるアンケート調査 

調査内容の公表：事業報告書で分析結果を報告 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

26 年1 月 調査実施 

26 年１月～2 月 分析作業 

3 月 報告書作成・製本・配布 

 

備      考 

 

 

 

別添 


